
暮らしの情報欄

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
の
廃
止

　

国
の
法
改
正
に
よ
り
、
12
月
2
日
以
降
、

従
来
の
保
険
証
の
新
規
発
行
が
終
了
し
、
マ

イ
ナ
保
険
証
（
保
険
証
の
利
用
登
録
が
さ
れ

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
を
基
本
と
す
る

仕
組
み
に
移
行
し
ま
す
。

　
12
月
２
日
以
降
は
、
従
来
の
保
険
証
の
新

規
発
行
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
改
正
法

の
経
過
措
置
に
よ
り
、
発
行
済
み
の
保
険
証

（
12
月
１
日
時
点
で
お
手
元
に
あ
る
有
効
な
保

険
証
）
は
、
廃
止
日
以
降
も
保
険
証
に
記
載

の
あ
る
有
効
期
限
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

※�

利
根
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
令
和
７

年
７
月
31
日
と
し
て
い
ま
す
。

　
12
月
２
日
以
降
も
、
有
効
期
限
ま
で
は
お

　
手
元
の
保
険
証
が
使
用
で
き
ま
す
。

※�

転
職
・
転
出
な
ど
で
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
、
利
根
町
の
国
民

健
康
保
険
証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。（
国

民
健
康
保
険
の
加
入・脱
退・変
更
の
際
は
、

手
続
き
が
必
要
で
す
）

※�

令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
す
る
方
な
ど
、
一
部
の
方
は

有
効
期
限
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
お
手
元
の
保
険
証
の
有
効
期
限
（
令
和
７

年
７
月
31
日
）
を
迎
え
る
前
に
、
ご
自
身
の

被
保
険
者
資
格
な
ど
を
簡
易
に
把
握
で
き
る

よ
う
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
す

る
予
定
で
す
（
申
請
不
要
）。�

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
紛
失
や
、
返
納

し
た
方
や
更
新
中
の
方
、
マ
イ
ナ
保
険

証
で
の
受
診
が
困
難
な
方
（
障
が
い
者
、

D
V
被
害
者
な
ど
）
は
、
申
請
に
よ
り

　
「
資
格
確
認
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

　
お
手
元
の
保
険
証
の
有
効
期
限
（
令
和
７

年
７
月
31
日
）
を
迎
え
る
前
に
、
従
来
の
保

険
証
に
代
わ
る
も
の
と
し
て「
資
格
確
認
書
」

を
送
付
す
る
予
定
で
す
（
申
請
不
要
）。

　
現
在
の
保
険
証
と
同
様
に
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
、

一
定
の
窓
口
負
担
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼�

こ
れ
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
る

場
合

・�

申
請
に
必
要
な
も
の
：「
個
人
番
号
カ
ー

ド
交
付
申
請
書
兼
電
子
証
明
書
発
行
申
請

書
」

・�

申
請
方
法
：
役
場
住
民
課
窓
口
、
郵
便
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
、
ま
ち
な

か
の
証
明
写
真
機

※�

証
明
写
真
機
の
機
種
に
よ
っ
て
は
申
請
が

で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合

・�

申
し
込
み
に
必
要
な
も
の
：
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、数
字
4
桁
の
暗
証
番
号
（
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号
）

・�

申
込
方
法
：
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
機
能
が
あ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
パ
ソ
コ
ン
が
必
要
）、
セ
ブ
ン
銀
行
の

Ａ
Ｔ
Ｍ
、
医
療
機
関
な
ど
の
顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
、
役
場
住
民
課
窓
口

Ｑ　

�

12
月
２
日
以
降
、
保
険
証
は
使
え
な
く

　
　
な
る
の
で
す
か
？

Ａ　

�

保
険
証
が
使
え
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
従
来
の
保
険
証
の
「
新
規

発
行
」
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
発

行
済
み
の
保
険
証
は
、
保
険
証
に
記
載

の
あ
る
有
効
期
限
ま
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

Ｑ　

�

国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
や
脱
退

手
続
き
は
、
保
険
証
が
廃
止
さ
れ
た
後

も
必
要
で
す
か
？

Ａ　

�

国
民
健
康
保
険
に
か
か
る
加
入
・
脱
退
手

続
き
は
、
保
険
証
廃
止
後
も
必
要
で
す
。

　
　

�

ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
使
い
の
場

合
も
同
様
に
手
続
き
は
必
要
で
す
。
手

続
き
に
必
要
な
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、

役
場
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

Ｑ　

�
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
解
除
し

た
い
場
合
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

Ａ　

�

国
は
一
度
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を
し

た
後
も
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録

の
解
除
を
可
能
と
す
る
方
針
を
示
し
て

い
ま
す
が
、
開
始
時
期
な
ど
に
つ
い
て

は
、
現
在
国
が
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。�

Ｑ　

�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
交

付
さ
れ
る
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
す
か
？

Ａ　

�

マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
者
が
ご
自
身
の

被
保
険
者
資
格
な
ど
を
簡
易
に
把
握
で

き
る
よ
う
、
新
規
資
格
取
得
時
や
受
診

時
の
窓
口
負
担
割
合
の
変
更
時
（
70
歳

以
上
の
被
保
険
者
の
み
）
な
ど
に
交
付

さ
れ
る
も
の
で
、氏
名
、被
保
険
者
記
号・

番
号
・
枝
番
、
負
担
割
合
（
70
歳
以
上

の
み
）
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
　
な
お
、
原
則
と
し
て
、「
資
格
情
報
の
お

　
　
知
ら
せ
」
だ
け
で
は
医
療
機
関
な
ど
を
受

　
　
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ご
利
用
の

　
　
際
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
あ
わ
せ
て
ご
提

　
　
示
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

　
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

　
保
険
年
金
課　
国
民
健
康
保
険
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
３
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て

　
保
険
年
金
課　
後
期
医
療
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
5
）

※�

国
の
制
度
改
正
の
内
容
や
マ
イ
ナ
保
険
証

全
般
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ

　
国
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�　
☎
０
１
２
０
‐
95
‐
０
１
７
８

　
平
日　
午
前
９
時�

30
分
～
午
後
８
時

　
土
・
日
曜
日
、
祝
日　
午
前
９
時
30
分
～

　
午
後
５
時
30
分
（
年
末
年
始
を
除
く
）

社
会
保
険
料
（「
国
民
年
金
保
険
料
」
控
除
証
明
書
）
が
発
行
さ
れ
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び
住

民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が
社
会
保
険

料
の
控
除
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料

が
対
象
で
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
発
送
さ
れ
ま
す
が
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
発
送
時
期
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
は
な
く

さ
ず
大
切
に
保
管
し
、
年
末
調
整
や
確
定
申

告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
（
又
は
領
収

証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
発
送
時
期

①�

１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
納

付
さ
れ
た
方
→
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬

に
か
け
て
順
次
発
送

②�

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納

付
さ
れ
た
方
（
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日

ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ
た
方
は
除
き
ま
す
）

→
令
和
７
年
２
月
上
旬
に
発
送

　
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
も
、
納
め
た
方
が
そ
の
保
険
料
額
を

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
家
族

あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
に
つ
い
て
の
照
会
や
、
控
除
証
明

書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
ご
本
人
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
も
し
く
は
基
礎
年
金
番
号
を
ご
用
意

の
上
、
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

・
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
03
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

　
（
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
の
場
合
）

月
～
金
曜
日
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

第
２
土
曜
日
：
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

※�

土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除

く
）、
12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

・
控
除
証
明
書
相
談
チ
ャ
ッ
ト（
24
時
間
対
応
）

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、

チ
ャ
ッ
ト
の
形
式
で
自
動
的
に
応
答
す
る

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

・
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ��

https://w
w
w
.nenkin.go.jp/　

産
後
の
お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

▼
産
後
ケ
ア
と
は

　
出
産
後
、
退
院
し
て
か
ら
の
お
母
さ
ん
と

赤
ち
ゃ
ん
を
対
象
に
、
医
療
機
関
等
に
て
日

帰
り
や
宿
泊
で
助
産
師
等
か
ら
の
指
導
が
受

け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

▼
利
用
で
き
る
方

　
利
根
町
に
住
所
を
有
す
る
産
後
12
カ
月
未

満
の
お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
で
、
左
記
の
理

由
に
該
当
す
る
方
。

・�

産
後
家
族
等
か
ら
家
事
・
育
児
の
援
助
が

受
け
ら
れ
な
い
方

・
産
後
の
生
活
や
子
育
て
に
心
配
が
あ
る
方

▼
利
用
の
内
容

　
日
帰
り
ま
た
は
宿
泊
に
て
左
記
の
支
援
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

・�

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
状
態
の

チ
ェ
ッ
ク

・
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
（
授
乳
や
沐
浴
指
導
）

・
育
児
に
関
す
る
相
談

・
乳
房
ケ
ア

▼
利
用
施
設

・�

龍
ケ
崎
済
生
会
病
院　

・
か
ん
の
産
婦
人
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

・
Ｊ
Ａ
と
り
で
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

※�

生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
非
課
税
世
帯
の
方

は
利
用
料
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

※�

お
子
さ
ん
が
4
カ
月
以
上
の
場
合
や
兄
弟

が
宿
泊
す
る
場
合
は
、
別
途
料
金
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

種　別 時　間 料　金 自己負担金 利用回数

日帰り型 10：00～ 17：00
27,500円程度
（昼食付き）

1日2,500円

お一人
５日まで

宿泊型 10：00～翌朝 10：00
55,000円程度
（3食付）

1泊5,000円

▶利用時間と料金▼
利
用
の
申
し
込
み

　
利
用
の
3
日
前
ま
で
に
、
子
育
て
支
援
課

　
母
子
保
健
係
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ　

　
子
育
て
支
援
課　
母
子
健
康
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
４
１
）　

現
在
お
手
元
に
あ
る
保
険
証
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方

保
険
証
廃
止
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

～
産
後
ケ
ア
の
ご
案
内
～

保
険
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
た
後
は
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